
［様式５］

独立行政法人日本学生支援機構　理事長　殿

届出済の人物に変更（氏名・生年月日・続柄の変更・訂正を含む）がありましたのでお届けいたします。

－ －

年 月 日

↑誤っている場合及び未記入の場合は変更できません

姓 名 署名(自署)

姓 名 署名(自署)

↑連帯保証人及び保証人の人物変更・改氏名には添付書類が必要です。詳細は裏面をご覧ください。

姓 名 署名(自署)

※以下本人が成人している場合は届出不要

姓 名 署名(自署)

上記のとおり届出がありましたので，点検のうえ送付いたします。

20 年 月 日 ― ―

（ ）

 学　校　名 大阪大学

　関係課長(※) 教育・学生支援部　学生・キャリア支援課長　中川　優

(26.4)

※証明者は課長相当職以上の方としてください。

電話番号（担当者名）

06 6850 5037

学校番号 区分

106005 01
60

 □ 人物変更あり

 □ 人物変更なし
氏名

変更前の人物
(必須)

↑該当する欄に✓をつけ、右の空欄に変更事由を記入して下さい。
　※電話番号のみ・勤務先のみの変更はできません。
 （裏面、注意事項③参照）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

親権者

現住所

保証人

(人的保証)

年　　月　　日

奨学生から見た続柄

奨学生から見た続柄

本人
以外の
連絡先

(機関保証)

現住所
生年月日(西暦)

電話番号 -　   　- 携帯番号 -　   　-

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

住民票
住所

年　　月　　日

奨学生から見た続柄

ﾌﾘｶﾞﾅ

生年月日(西暦) 年　　月　　日

奨学生から見た続柄

電話番号

電話番号 -　   　- 携帯番号 -　   　- 実印

勤務先名 勤務先電話番号      -　    -

住民票
住所

生年月日(西暦)

〒　　　　 -
　　　　　　　都道
　　　　　　　府県

     -　    -

生年月日(西暦)

奨学生番号

連帯保証人・保証人等変更届　
　
　
　
※
貸
与
が
終
了
し
た
奨
学
生
番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
様
式
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

以下は、変更のあった⼈物（１名）のみ記⼊すること

・この様式１枚で複数の人物を同時に変更することはできません。（未成年における連帯保証人と親権者，本人以外の連絡
　先と親権者が同一の場合を除く）。変更する人物が複数居る場合は，それぞれこの様式を作成してください。
・併用貸与がある場合は、各々届出及び添付書類が必要です。

変更事由

記入日

奨学生
署名

(自署)

-　    　 - 携帯番号 -　   　　- 実印

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

　　　年　　　　月　　　　日

学籍番号

連帯

保証人

(人的保証)

学校記入欄

〒　　　　　-
　　　　　　　都道
　　　　　　　府県

〒　　　　　-
　　　　　　　都道
　　　　　　　府県

〒　　　　　-
　　　　　　　都道
　　　　　　　府県

-　   　-電話番号 -　   　- 携帯番号

氏名

勤務先名 勤務先電話番号

ご記入いただいた情報及びあなたの奨学金に関する情報は，機構の奨学金支給業務，奨学金貸与業務（返還業務を含む）及び在籍する学校での授業料等減免業務のために利用されます。この利用目的の適

正な範囲内において，当該情報（奨学金の返還状況に関する情報を含む）が，学校，金融機関，文部科学省及び業務委託先に必要に応じて提供されますが，その他の目的には利用されません。機関保証加入

者については，機構が保有する個人情報のうち保証管理に必要な情報が保証機関に提供されます。また，行政機関及び公益法人等から奨学金の重複受給の防止等のために照会があった場合は，適正な範囲

内においてあなたの情報が提供されます。

この用紙の記入・作成後はご自身で写し（コピー）をご用意ください。学校へ提出後，日本学生支援機構からは作成済みのこの用紙の複写を発行しません。

入力不可郵送必要約定管理係

貸 与



［様式５］裏面

（１） この様式は「返還誓約書」の提出後に，届出済の人物を変更（氏名・生年月日・続柄の変更・訂正を含む）

　　 する場合にのみ使用します。次の場合には使用できませんのでご注意ください。

①この用紙は「返還誓約書」提出時の訂正には使用できません。「返還誓約書記載事項訂正届(様式25)」を使用してください。

②「返還誓約書」提出後の住所の変更は，この用紙ではなく「住所変更届(様式15)」を使用してください。※１

③電話番号・勤務先のみの変更は，貸与終了後にこの用紙ではなくスカラネット・パーソナルにて手続きをしてください。

④貸与終了後の連帯保証人・保証人等変更は，この用紙ではなく日本学生支援機構のホームページに掲載している届出用紙

　を使用してください。

※１:人物変更・氏名変更とともに記入された住所については併せて変更処理を行いますので，人物変更・氏名変更

　　の際に住所変更届を同時提出する必要はありません。

（２）この様式１枚で複数の人物を同時に変更することはできません（未成年における連帯保証人と親権者，本人以外の連絡先

と親権者が同一の場合を除く）。変更する人物が複数居る場合は，それぞれこの様式を作成してください。

また，併用貸与の場合もこの様式１枚で同時に変更することはできません。

（３）人物の変更・改氏名・氏名訂正の場合は当該人物の署名・押印が必要です(親権者，本人以外の連絡先は押印不要)。

また，「変更届記入日」において奨学生本人が成人している場合，親権者の変更の届出は不要です。

（４）連帯保証人・保証人の「住民票住所」は，印鑑登録証明書に記載の住所と同一です（別途，住民票の確認は不要です）。

　連帯保証人及び保証人の人物変更・改氏名・氏名訂正には添付書類が必要です。下記の表をご参照ください。

※２：収入に関する証明書類は取得できる直近の証明書で，１年間の収入を確認できるもの，印鑑登録証明書は変更届

　記入日から３ヶ月前以降に発行されたものを添付してください。また，連帯保証人・保証人を「４親等以内の親族」で

　ない者に変更する場合や保証人を65歳以上の者に変更する場合は，その人の「返還保証書(様式13)」及び資産

　等に関する証明書類（認定基準額を満たしたもの）が必要です。

※３：改名(改姓を除く)の場合は、その事実のわかる証明書（新旧氏名のわかる公的証明）を添付して提出してください。

Ⅲ　連帯保証人・保証人の選任条件

　連帯保証人・保証人を変更する場合，必ず下記の選任条件を確認してください。

①奨学生本人が未成年者の場合は，その親権者（親権者がいない場合は未成年後見人）であること。

②奨学生本人が成年者の場合は，その父母。父母がいない等の場合は，奨学生本人のおじおば・兄弟姉妹等

　の４親等以内の親族であること。※３

③変更届の届出「記入日」時点で未成年者でないこと。

④学生でないこと。

⑤奨学生本人の配偶者（婚約者を含む）でないこと。

⑥債務整理中（破産等）でないこと。

⑦貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に奨学生本人が満45歳を超える場合，その時点で60歳未満であること。

①奨学生本人及び連帯保証人と別生計であること。

②奨学生本人の父母を除く，おじおば・兄弟姉妹等の４親等以内の親族であること。※３

③変更届の届出「記入日」時点で65歳未満であること。

④変更届の届出「記入日」時点で未成年者でないこと。

⑤学生でないこと。

⑥奨学生本人または連帯保証人の配偶者（婚約者を含む）でないこと。

⑦債務整理中（破産等）でないこと。

⑧貸与終了時（貸与終了月の末日時点）に奨学生本人が満45歳を超える場合，その時点で60歳未満であること。

※４：連帯保証人の②については貸与予定総額の返還を，保証人の②③については貸与予定総額の2分の1の返還を確実に

　保証できる資力を有すると認められる者に代えることができます（Ⅱ添付書類について参照）。

※５：保証人には，「分別の利益」等が適用されます。（連帯保証人には適用されません）

※３

連
帯
保
証
人

保
証
人

添
付
書
類

連帯保証人の人物変更（奨学生が未成年の場合は親権者・未成年後見人）

保証人の人物変更（奨学生・連帯保証人と別生計）

連帯保証人・保証人の改姓・氏名(フリガナ）訂正

上記以外

連帯保証人・保証人等変更届について
Ⅰ　この様式について

注意
事項

Ⅱ　添付書類について

　なお，書類はマイナンバーのないものを添付してください。

当該人物の印鑑登録証明書（原本）

書類不要

※２
※２

新連帯保証人の印鑑登録証明書（原本）・収入に関する証明書類（コピー可）

新保証人の印鑑登録証明書（原本）


